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医政発0201第2号
平成22年2月1臼

社団法人　日本看護協会会長　殿

厚生労働省医政局

「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について

　標記について、別添（写）のとおり、各都道府県知事及び各地方厚生（支〉

局長宛てに通知を発出致しましたので、貴職におかれましても、当該通知の内

容について了知いただきますとともに、会員各位に広く周知いただきますよう

お願い申し上げます。

22、2、3

臨春　厘



轄　　　鳩　　「

医政発0201第2一号

保発020i第1号
平成22年2月1日

　　　　　　　　爾禰

　　　　　　　　総謹窟

厚生労鵬脚蔭鍵撃
　　　　　　　　1讐麟

厚生労鵬保険局

　　　　　　　　磁鍵

「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について

　平成15年度より厚生労働省において開催されている「医療情報ネットワー

ク基盤検討会」において、診療漏話を医療機関等以外の場所へ電気通信回線を

通じて外部保存する場合の考え方等が提言されたことを受け、今般、「診療録等

の保存を行う場所について」（平成14年3月29日付け医政発泡0329003号・

保発意0329001号厚生労働省曲論局長・保険局長通知、以下「外部保存通知」

という。）の一部を別紙「改正後」のとおり改正することとしたので、貴職にお

かれても、下記の事項に留意するとともに、改正内容について御了知の上、関

係者に周知方をお願いする。

記

ユ　外部保存通知第1に掲げる診療録等の電子媒体による外部保存については、

．外部保存通知第2の1及び第3に掲げる事項を遵守すること。特に、今回の

外部保存通知の改正は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」、

　「ASP・SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイド．ライン」、「ASP・SaaS

事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」及び「医

療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」が整備されたこと

　を前提に行うものであることから、これらのガイドラインについての遵守を

徹底すること。



2　外部保存を受託する事業者による不正な利用を防止するための措置につい

ては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第8章を遵守す

　ること。

3　本通知は、診療録等の外部保存を義務付けるものではないこと。
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（参考　改正後全文）

　　　医出発0329003号

　　　保発0329001号
　　　平成14年3月29日

改正　医政発0331010号

　　　再発0331006号
　　　平成17年3月31日

改正　諸政発0201第2号

　　　保発0201第1号
　　　平成22年2月1日

厚生労働省医政局長

厚生労働省保険局長

診療三等の保存を行う場所について

第1外部保存を認める記録等

　1　医師法第24条に規定されている診療録

　2　歯科医師法第23条に規定されている診療録

　3　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第42条に規定され

　　ている助産録

　4　医療法（昭和23年法律第205号）第46条第2項に規定されている財

　　産目録、同法第51条の2第1項に規定されている事業報告書等、監：事の監

　　査報告書及び定款又は寄附行為、同条第2項に規定されている書類及び公認

　　会計士等の監査報告書並びに同法第54条の7において読み替えて準用す

　　る会社法（平成17年法律第86号）第694条虫1項に規定されている社

　　会医療法人債原簿及び同法第731条第2項に規定されている議事録

　5　医療法第21条、第22条及び第22条の2に規定されている診療に関す

　　る諸記録及び同法第22条及び第22条の2に規定されている病院の管理

　　及び運営に関する諸記録



6　歯科技工士法（昭和30年法律第168号）第19条に規定されている指

示書

7　外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法

律（昭和62年法律第29号）第11条に規定されている診療録

8　救急救命士法（平成3年法律第36号）第46条に規定されている救急救

命処置録

9　医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第30条の23第1項及

び第2項に規定されている帳簿

10　保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和32年厚生省令第15号）

第9条に規定されている診療録等

11臨床検査技師等に関する法律施行規則（昭和33年厚生省令第24号）　　・

第12こ口3に規定されている書類

12　歯科衛生士法施行規則（平成元年厚生省令第46号）第18条に規定さ

れている歯科衛生士の業務記録

13診療放射線技師法（昭和26年法律第226号）第28条に規定されて
いる照射録

第2　診療二等の外部保存を行う際の基準

　1　電子媒体により外部保存を行う場合

（1）　「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関

　　する法律等の施行等について」第2（3）に掲げる基準（第1に掲げる記録

　　の真正性、見読性及び保存性の確保をいう）を満たさなければならないこと。

（2）電気通信回線を通じて外部保存を行う場合にあっては、保存に係るホス

　　トコンピュータ、サーバ等の情報処理機器が医療法第1条の5第1項に規

　　乱する病院又は同条第2項に規定する診療所その他これに準ずるものとし

　　て医療法人等が適切に管理する場所、行政機関等が開設したデータセンタ

　　一等、及び医療機関等が民間：事業者等との契約に基づいて確保した安全な

　　場所に置かれるものであること。

　　なお、当該電気通信回線を通じて行う外部保存を委託する医療機関等にお

　いては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」、受託する民

　曲事：業者等においては、「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイ

　　ドライン」、さらにASP・SaaSを利用する：事業者の場合においては、

　　「ASP・SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン」及び「A

　　SP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドラ

　イン」が遵守されることが前提条件であること。

　　なお、上記ガイドラインについては、必要に応じて見直しが行われるため



／

　留意すること。

（3）個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情

　報保護法」という。）等を遵守する等により、患者のプライバシー保護に十

　分留意し、個人情報の保護が担保されること。

（4）外部保存は、診療録等の保存の義務を有する病院、診療所等の責任にお

　いて行うこと。また、事：故等が発生した揚合における責任の所在を明確に

　しておくこと。

2　紙媒体のままで外部保存を行う揚合・

（1）第1に掲げる記録が診療の用に供するものであることにかんがみ、必要

　に応じて直ちに利用できる体制を確保しておくこと。

（2）個人情報保護法等を遵守する等により、患者のプライバシー保護に十分

　留意し、個人情報の保護が担保されること。

（3）外部保存は、診療録等の保存の義務を有する病院、診療所等の責任にお

　いて行うこと。また、事故等が発生した場合における責任の所在を明確に

　しておくこと。

第3　電子媒体により外部保存を行う際の留意事項

　1　外部保存を行う病院、診療所等の管理者は運用管理規程を定め、これに従

　　い実施すること。

2　1の運用管理規程の作成にあたっては、「民間事業者等が行う書面の保存

等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」の第三

に掲げられている事項を定めること。



1’バ、1医政発0201第2号平成22年2月1臼社団法人　日本看護協会会長　殿厚生労働省医政局「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について　標記について、別添（写）のとおり、各都道府県知事及び各地方厚生（支〉局長宛てに通知を発出致しましたので、貴職におかれましても、当該通知の内容について了知いただきますとともに、会員各位に広く周知いただきますようお願い申し上げます。22、2、3臨春　厘轄　　　鳩　　「医政発0201第2一号保発020i第1号平成22年2月1日　　　　　　　　爾禰　　　　　　　　総謹窟厚生労鵬脚蔭鍵撃　　　　　　　　1讐麟厚生労鵬保険局　　　　　　　　磁鍵「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について　平成15年度より厚生労働省において開催されている「医療情報ネットワーク基盤検討会」において、診療漏話を医療機関等以外の場所へ電気通信回線を通じて外部保存する場合の考え方等が提言されたことを受け、今般、「診療録等の保存を行う場所について」（平成14年3月29日付け医政発泡0329003号・保発意0329001号厚生労働省曲論局長・保険局長通知、以下「外部保存通知」という。）の一部を別紙「改正後」のとおり改正することとしたので、貴職におかれても、下記の事項に留意するとともに、改正内容について御了知の上、関係者に周知方をお願いする。記ユ　外部保存通知第1に掲げる診療録等の電子媒体による外部保存については、．外部保存通知第2の1及び第3に掲げる事項を遵守すること。特に、今回の外部保存通知の改正は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」、　「ASP・SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイド．ライン」、「ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」及び「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」が整備されたこと　を前提に行うものであることから、これらのガイドラインについての遵守を徹底すること。2　外部保存を受託する事業者による不正な利用を防止するための措置については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第8章を遵守す　ること。3　本通知は、診療録等の外部保存を義務付けるものではないこと。辟�p��曇蟹）紐超ゆ歩日羽群集韓e轍二十融駆塩圏誌書髭終端ギ．　十紙煙雨圏岬幕軍駆撃慢盤“に簑猛国本’圃重楚区駐圏圃重卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細照聖ゆ3》虞切製叢り心蘇�@H識（中ooΦH蕪母艶肝Ooりロ映郎皿）誕唱H踏貫麹　O　　　　　　蟻麗湘ゆ魅認”“加興b曝騨撫e纒蕉ゆ3レ農切製挙り茜Q蘇。臼�t駅b翼轍�pN悪難切切嵐懸腿罷ゆ令認起蟹紬ゆ3レ原価製競り蕊e蘇NN蕪筍戚々NN甑．蝋HN歯偏紫幽　ゆ細鱗右転駆忍筍被網匪鞍置漏る喫懸語弊甚ゆ〆♪レ虞切製繋思置�tゆ甑（＠頃OCq腿越姪針α7eqロ謄如国）担賢幽寸　　　　　　　　　　　　　　　　　蝋遡昼蝿3レ農切製暇り心轍。q寸爆（中。っO�p蕪越誕廿。っNロ趨ロ）坦監継睡臆魍爵駐越迷　。っ　　　　　　　懸切切ゆ1♪レ農鞠製累思照。ocq滋坦監圏蕪梱　c心　　　　　　　　　疇蟹融ゆ二》虞切切駆想蝋寸N滋誕監團　H　　　　　　　　　　　　　　　　酔蟻艦ゆ嬉膿掴他迷難重H蕪温田督》農加齢暇2《目肖賠（中�@�p筆墨塾肝NOロ映口論）幽艶ゆ歩認昆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細照顯ゆ3レ虞約製麺軍艦�@H融（申oo�IH滋嘩超鯉川Ooりロ胃痛薗）離日H堵蕪麹　O　　　　　　　　麟偲賠ゆ歩認昆麺姻ち薦園迦e纒娯ゆ3レ農狛艘繋り茜e駅�tN滋筍藤塚。qcq舐羅切b函蟻艦罷ゆト認逗紫籠ゆ〆♪レ農初繭緊切Ne艦NN蕪為肖駅。曼�t斌．蘇HN蕪輝蟹圏　ゆ懸怖纒ゆニレ虞切製緊思醤。竃楓懸目Qっト滋坦匠籍曝灘藁迦く坦蟹圏姻鞄ゆ1♪》農掬製緊昆邸H蕪艦寸。○�I賦（中�@。り綜紐超廿トH怪陪）斑担姻ゆ歩暖蝋》捉麹踏継レニ興思トe蘇寸ゆ　廼匝思6潤細細騨掴幽e雛唱志如離《b薦騒細「ゆ三レ農切製暇り心轡�p舐駅匝．縷に豊睡楚咲藻製6曝蜘釦轟掴幽e椰細．鋤綿趣轟螺蹄ゆ二V農切製詩思思肖滋�pe蘇Hゆ漏路匝．麟皿遡甚ゆ3V農切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寸　　　　　　　　　　　　　　　　　蟻遡薗ゆ3レ虞絢製黙思懸N来臨（中。りOQ豊蕪無窮駅戸。りeq巨映�o口）廼監鰹睡監二二監越肇。。　　　　　　　麟蟹継ゆ3》裏狛製緊慰轍。Q�p蕪超濫幽蕪麹「N　　　　　　　　　麟蟹総ゆニレ農切物寝せ駅寸。q織坦監圏　H　　　　　　　　　　　　　　　紳蟻冊ゆ槍雛如穂迷鴇重H滋渾固怒姻墜中δOひ調O醸課瞳・恥。、OOひN8猷撫督圏む掌皿ひNR翰肝三重肝）　　　（最蝦略暉鰹嘩・略暉督團麺華独「レニQ息岩登心車回穂瞳e自覚蟹籠」○（康「顛）○「簑沸毬穴倉幽笥曝．酔一嵐引落燃一々喫」誰下鮎下坂羅督に．強弓ゆ野里細思昼蝦簑亡く廼蟹田V⊃渕eρゆ継紙皇農刈運e即養蟹穂ゆ令製曜思邸N滋艦匝楚区纒照ゆ夢製暇息揮山野ゆe轍一舐廼無圏撫蹄響騨最藁打e沸く1恥．五一q拍λロみK曇ゆ瞳2仲送．楚》Q穐息Φ黙“に如蟹沢爺《レD甥細影回鯉興接客　（N）　　　　　　　　　　　　。渕”二一顧逼麺農む“掬製摂如（心3掴送鯉e攣檸迷6嵐遡縮曜．蛆自門e粗筆ゆ怒髪思H猷）糾燗ゆb哩尼（。○）eq蕪「V二Q魁沸恥←橿e早旦燈ゆ榔認胃壁終e翠堵e鰹興騨坦ゆな興思雛悼唯Q旧諏ゆに簑雛湘電導聖慮」　（H）　　　　　　　　　　　如寒心に掴夕蝉報《9弓思葦養串糎　　H　　　　　　　　　　糾期Q趣心に無燈肇髭《e齢麟襲籠　N蕪　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟻蕪騒ゆ1♪レ農切製緊思懸αっN恕（恥ΦeqOq燃甦心添畑Ocqロ映煕町）巡監鞘誕燕四二籠。っH　　　　　　　　　疇昭黙罧e舶君影熱麹ゆ1♪》農範製賢息艦。o瘤?i中Φ寸蕪奪簿碁石母暇賢降）沼蝦に耀超舶姻麗藁麹　NH騒祁ゆ1♪V農切物緊2。っe艦。qH舐（恥寸N滋報知釧唖世。っ。。屡蟄）颪騒に轄灘鎚ゆ歩謎思雛型撚掴鰹七竈．瞳轄掴隼送櫨HH　　　　　　　紳疇遡籠ゆ二》虞切製緊思磯�@…滋（中頃H訟牟　卸釧魁暗cq。ら彰彰）騒騒期烈灘豊郷鰹瞳6藤三囲蟹品切迷　OH　　　　　　　　灘瞠ゆ二》招状翠雲思邸�p細b嵐椰H猷。っ�pQ照O。Q蕪（中Oゆ蕪金田姻殴川漁。りcqロ聴四八）「颪緊に耀滋蟹田　�@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懸魍設喧艇．�L輯沿1♪》田切製緊緊駅Q寸蕪（中Φ。っ滋琶斑廿。っ賢降）送制確曇硬無　。o　　　　　　蝋曇穂ゆニレ農切製寝思懸HH滋（喰�@N訟魁超展紗誕攣蟹圏6曝．群一燃湾炉心ート翼⊃継匪鴇雛戚々督に．這曝ゆ←騨細2堅切切導く青紫圏レ⊃劃eρゆ歴紙塑農り運e即蔭懸紬ゆや艘畷遅轡N滋艦匝楚区纒娯ゆ歩製糖思轡H滋頃e駅一滋荊蟹圏管炭隔番最騨磐e酔K一わ．燃1肖、誌nムK長ゆ墜思棲喋｝．楚レQ穐9Φ繋“に遺習牽報ミレつ鴨脚剣影回端渓娠綱　　（N）　　　　　　　　　　　　。刃”三奥忍存楚裏む誕切製擦梱（沿二掴窒鯉e蛆廷迷b劇坦纒眠．墾田鳳e蝋雁ゆみ噂リニ総）糾潮ゆ条囎2（。Q）�p舐「レ3Q2鈴に儂e雛起炎ゆ歩遜9醍「終e寒爆e鯉興騨埋�M慨然昆群挫牽e旧細ゆに簑酔椥確乎聖誕」　（H）　　　　　　　　　　　如鰹沿に如雪解報《9邦2葦養峠鯉　H　　　　　　　　　　糾燗e遜“恵如悼理財《e沸懸凝糖　。q舐　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟻寓鑑ゆニレ農狗製緊思轍。っ�p淑（中O�tN蕪灘坦吐畑Ocq石瓦如ロ）廼継切蓮蕪軸元籠。っH　　　　　　　　　法制黙報e眉月竈蕪輻ゆ〆♪レ冥切製緊り心懸。og訟（恥◎寸蕪牟細密殴暗暇楼降）「瓜竪に銀幾舶姻逼褄魎　N円　　　　　　　縣蜘ゆ二V虞切物緊起。。e蘇。9H甑（喰寸cq識奪知日魁叶。Doっ屡暫）払暁に翠狸婆ゆ歩認呼買監鰹梱鰹世盛HH　　　　　　　導懸蟹秘ゆ3》農切製黙諾蝋�@綜（中頃一滋牟　麺姻唾壷。q。っ屡蜜）颪緊珊囲癬蟹圏鰹畦6葭与島碑面纒迷　OH　　　　　　　　髄鰹ゆ玉》摺切製暇思野。心蕪6嵐轡目黙。っ�pe蝋O。D滋（ゆOn舐念望巨魁母。りNロ謄四八）颪緊に選廼町田　�@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蠣幽景“熱硬艇ゆニレ虞絢製繋り“蝋Φ寸蕪（中�I。っ滋赴駆母。っ半纏）廼舶蛋転硬轟　Dっ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟻蟹籠ゆ3（稟展）ウP’o「おくヤ駆トe椥逓．9弓り心沸畑卦矩都育群坦昏迷騨埋く翼（oeq謁月〉霧レ⊃迷盲如嘉葦ゆ荊駒暖「展慰魯麺レD授痛察麹．凝聚避　灸り陥りゆ槍PQψゆ薄切息匠Q有官研負蟻麗ゆ毎寒忍H甑　（目）　　　　　　　　　　　如聡心仁心継迷鑑重影悩悩Q量績緊　N　　　　　　　　　　　　。潟U＞興レ⊃思選駆如担養Q出融ゆむ膨雀Φ黙製⊃釧潔簑雛輔怖．翼悩。幻隔心にレ既製思申櫃Q沸蹟紫融．纒運ゆ歩調如切張e裡迷e群蟻魔穂．楚裡治癒《　（寸）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。刃り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・［ゆ品切影乾簑鰹牽Q騨睾く箪．⊃髄細愈十月盆送1おくヤ堅トe湘逓．9％りゆ紳ゆ卦拒鐘銘鋤（。56渚♪刃　「巡綿一常座鼎些，く囮｝」旨旨　。中トゆ職母姪肝ゆ目怪脚）母坦ゆト謎慰護送e騨埋く軍　（。っ）．巡ぐ．9軒廊Qψ喫⊃幻財形凶事e融即仲峡罷重細刷りゆ飛切醍姻二二騙9％黒鴨蝦製曜憾細．虞切製黙簑司類e鋤暖翠、’旨母講欄認拒ゆ孤軍僻Ke羅鋤く国｝9％り“酔泣蘇　　＼巡レ⊃’x思坤量細坤映コ監層罰旨衡遜賑e旋転く箪翼農切蟻雁息　扇蟹融邸に剣縫蟻昂《》O興剣紫雪催咽娠鯉　　　　　　　．Φ黙．楚3単崎eり．興穏　　。司りゆ慮駒eρゆ農灸距離置黙雑酒懲畏⊃嘩鯉P濫皿e引騨新駅瞑e群報夜細首おくヤ駆トe湘逓．怠％思帥ゆ廿拒都育絆鎚…瀬迷騨坦く箪oeq）司”〉興レ⊃迷盲細羅葦ゆ舶P暇「雫慰魯姻レ⇒邊息臨麹．蔚簑史　食思細りゆ£Peρゆ瀬物り心暇e鷹総粥爬蟻程ゆ応報り富醸　（目）　　　　　　　　　　　如懸心‡細華中報重駒悩鄭e量慧輿　。q　　　　　　　　　　　。却刈V興レ⊃思灘罫掴担溢Q坦餌ゆ赴興昆如曝製⊃姻凝立締溢蹄．型幅。幻り心に》1♪興思出甑e器具蟹秘．纒奨ゆ廿無細切癬e挫蟻e雛懸騒籠．楚悼嘩髭《　　（寸）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。却りゆ二八嘩裂簑鰹瞳e聯漣k犀．⊃髄圏愈十り“鰹嘩1お《ヤ駆トe椥逓．9％三巴ゆ歩撞期掴雛（。9♪司「鴬鰹嘩騨温く箪」ト遜b中トゆ舐灘虚無ゆH罎軒）紐超ゆ←懸昆鰹嘩Q騨博く軍　　（。っ）。剖月ゆ胴髄囲槍翼ゆ虞“卜W簑の魍賦レO懐昆榔麹．楚レニ。思λヤ駆忽や駁冊円．震誕　　　　。刃刈ゆ£P｝駅腿渥簑却刈ゆ農掬拒矧簑「λヤ駆ユや鮫ゆ旭再思園脚剣歯e趣心々9蔭如騨盤・紫圏簑椥罧曲の邸邸の・山のく」b翼「溺や駆瓦や兼蟹寝や県瓜“膚釦騨迦ゆト“興りあ邸邸の・氏のく」　．楚レ’♪興思如黙e湘蝋怖ゆ歩醍「悟剣の邸邸の・らのくり惹切．「誌や駆ユや鮫む二男螺怖園当該埋ゆ歩騨細擢甑細騨五器幽」　慧レニ興思群湘縣蹄温温ゆ歩人甑．　入、駆迄や駁ゆ黙認遅園類恰幅eく眠Kあ座鯉爆幽」．楚》二型且紳認遜蟹幽ゆ廿濯山脚裡迷髭重“に》つ熈掴紫回迦姻娠身繕期．興穏。劃りゆ総PQψゆ農る鯉軍艦嚇穏畑粛劇」蟻鯉レ玉で偏り心暴鼎e剣群照準怖踵喧（聚藁）　　　　　　　P。謁”ゆ£野外響怖ゆ！♪》農面田鰻9川蕪e「レ／♪09帥に爆e群魁坦畑旭毬息旺「爵e題坦e迎蝦騨垂軸む興思些些嘩e旧婚心ヒ熟帥椥懇怖湿曜」　．楚レQ喫£2掻母e碑繋駅迦田鍛eH　�t。刃刈ゆ歩固撃掴虞刈掴姻．楚如噂ゆ〆♪レ総製姻騨黙園麺旺賊9％思景姻針目管径陪思盤．訴訟。渕りゆ赫耀騨二想思農り．£高目鯉緊園細評姻楚空唾即e絆誌影響．纒爆心に細挫迷髭賦　H　　　　　　無籍麺嗣e遜ゆに掴煽戸報《9％慧茸蟻卵鯉　。っ滋　　　　　　　　　　　　。劃りV箕》⊃思鯉臨掴担忘e出瓶ゆ．赴興思如黙鰻⊃姻線簑瀧軽協．王卿。司り心に》3和州出語e群系蟹融．纒奨ゆ卦裡如黙鰹Q他迷e坤蝋纈離．慧匙嘩髭賦　（σD）　　　。騰りゆ天工送勲簑鰹嘩Q購漣k理．⊃髄嗣愈十四鰹奉i。渕”ゆ鷺製如騨蹄ゆ3レ妥町田哩思田賦e門レ30思群に還e坤紐愚ゆ卦認慧暖「僑e題鞘e輕蝦四三埋ゆむ興息帥些些e層細心導簑群椥駅怖誕磁」　．楚》Q喫再思掻畢e鯉暇園麺遊興eH　cq　　　　　　　　　　　　　　　。刃”ゆ−笹管厚二想2侮り．碧製飽三年罰細再興楚麺騨細e妙蹟蟹穂．遮翻心に剣臨御寵賦　H　　　　　　辱蹄髄圃e墾心‡細御軍鴇賦9品2母娘序鯉　。っ淑　　　　　　　　　　　　。渕りV興レ⊃思鯉窓剣悼蹟e車甑ゆ赴興息奇脈畏」姻課八七溢柵．喫悩。渕りゆに》二翼思底版Q雛渥蟹籠．纒遅ゆ赫に三教癬e勢望Q群豆類継．楚縫些些賦、（。っ）　　　。幻”ゆ農鞠聡警終樫嘩e曝襲く囮｝．⊃男腹余十尼鰹迷一（康蚕），ノ’（参考　改正後全文）　　　医出発0329003号　　　保発0329001号　　　平成14年3月29日改正　医政発0331010号　　　再発0331006号　　　平成17年3月31日改正　諸政発0201第2号　　　保発0201第1号　　　平成22年2月1日厚生労働省医政局長厚生労働省保険局長診療三等の保存を行う場所について第1外部保存を認める記録等　1　医師法第24条に規定されている診療録　2　歯科医師法第23条に規定されている診療録　3　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第42条に規定され　　ている助産録　4　医療法（昭和23年法律第205号）第46条第2項に規定されている財　　産目録、同法第51条の2第1項に規定されている事業報告書等、監：事の監　　査報告書及び定款又は寄附行為、同条第2項に規定されている書類及び公認　　会計士等の監査報告書並びに同法第54条の7において読み替えて準用す　　る会社法（平成17年法律第86号）第694条虫1項に規定されている社　　会医療法人債原簿及び同法第731条第2項に規定されている議事録　5　医療法第21条、第22条及び第22条の2に規定されている診療に関す　　る諸記録及び同法第22条及び第22条の2に規定されている病院の管理　　及び運営に関する諸記録6　歯科技工士法（昭和30年法律第168号）第19条に規定されている指示書7　外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律（昭和62年法律第29号）第11条に規定されている診療録8　救急救命士法（平成3年法律第36号）第46条に規定されている救急救命処置録9　医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第30条の23第1項及び第2項に規定されている帳簿10　保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和32年厚生省令第15号）第9条に規定されている診療録等11臨床検査技師等に関する法律施行規則（昭和33年厚生省令第24号）　　・第12こ口3に規定されている書類12　歯科衛生士法施行規則（平成元年厚生省令第46号）第18条に規定されている歯科衛生士の業務記録13診療放射線技師法（昭和26年法律第226号）第28条に規定されている照射録第2　診療二等の外部保存を行う際の基準　1　電子媒体により外部保存を行う場合（1）　「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関　　する法律等の施行等について」第2（3）に掲げる基準（第1に掲げる記録　　の真正性、見読性及び保存性の確保をいう）を満たさなければならないこと。（2）電気通信回線を通じて外部保存を行う場合にあっては、保存に係るホス　　トコンピュータ、サーバ等の情報処理機器が医療法第1条の5第1項に規　　乱する病院又は同条第2項に規定する診療所その他これに準ずるものとし　　て医療法人等が適切に管理する場所、行政機関等が開設したデータセンタ　　一等、及び医療機関等が民間：事業者等との契約に基づいて確保した安全な　　場所に置かれるものであること。　　なお、当該電気通信回線を通じて行う外部保存を委託する医療機関等にお　いては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」、受託する民　曲事：業者等においては、「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイ　　ドライン」、さらにASP・SaaSを利用する：事業者の場合においては、　　「ASP・SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン」及び「A　　SP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドラ　イン」が遵守されることが前提条件であること。　　なお、上記ガイドラインについては、必要に応じて見直しが行われるため／　留意すること。（3）個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情　報保護法」という。）等を遵守する等により、患者のプライバシー保護に十　分留意し、個人情報の保護が担保されること。（4）外部保存は、診療録等の保存の義務を有する病院、診療所等の責任にお　いて行うこと。また、事：故等が発生した揚合における責任の所在を明確に　しておくこと。2　紙媒体のままで外部保存を行う揚合・（1）第1に掲げる記録が診療の用に供するものであることにかんがみ、必要　に応じて直ちに利用できる体制を確保しておくこと。（2）個人情報保護法等を遵守する等により、患者のプライバシー保護に十分　留意し、個人情報の保護が担保されること。（3）外部保存は、診療録等の保存の義務を有する病院、診療所等の責任にお　いて行うこと。また、事故等が発生した場合における責任の所在を明確に　しておくこと。第3　電子媒体により外部保存を行う際の留意事項　1　外部保存を行う病院、診療所等の管理者は運用管理規程を定め、これに従　　い実施すること。2　1の運用管理規程の作成にあたっては、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」の第三に掲げられている事項を定めること。

